
種 類 届 出 期 間 届 出 人 届 出 地 必 要 な も の そ の 他

出生届

生まれた日か

ら１４日以内

父または母 子の本籍地・

出生地届出

人の所在地

◎出生届書・出生証明書 

◎母子健康手帳 

◎国民健康保険証（加入者のみ） 

◎届出人の印鑑

１４日目が市役所の休日または祝

日の場合はその翌日まで。届け出

が遅れた時は失期届が必要です。

死亡届

届出人が死亡

の事実を知っ

た日から７日

以内

次の順位で 

①同居の親族 

②同居していない親族 

③同居者 

④家主・地主など

死亡した人

の本籍地・死

亡地・届出人

の所在地

◎死亡届書・死亡診断書または検案書 

◎届出人の印鑑 

◎国民健康保険証（加入者のみ） 

◎国民年金手帳（加入者のみ） 

◎年金証書（国民年金受給者） 

◎介護保険被保険者証（交付を受けてい

る人）

届出人は原則として親族が届け出

てください。

婚姻届

 夫と妻 夫または妻

の本籍地ま

たは所在地

◎婚姻届書 

◎戸籍全部事項証明書（謄本） 

（本籍地が大東市以外の人） 

◎届出人の印鑑（旧姓の印鑑） 

◎未成年の時は父母の同意書 

◎届出人の本人確認が出来るもの（注１）

婚姻届書には成人の証人２人の

署名・押印が必要です。

離婚届

●調停離婚調

停成立から１０

日以内 

●審判・裁判

離婚確定の日

から１０日以内

●協議離婚の時夫と妻 

●調停・審判・裁判離婚 

の時申立人

夫婦の本籍

地または所

在地

◎離婚届書 

◎戸籍全部事項証明書（謄本） 

（本籍地が大東市以外の人） 

◎届出人の印鑑 

◎調停調書の謄本（調停離婚） 

◎審判・判決の謄本と確定証書（審判・裁

判離婚） 

◎届出人の本人確認が出来るもの（注１）

離婚後も婚姻中の氏を称する場合

は、その旨の届けが必要です。（離

婚届と同時または離婚の日から３

ヶ月以内）離婚届書には成人の証

人２人の署名・押印が必要です。

転籍届

 筆頭者及び配偶者 筆頭者及び

同籍者の本

籍地または

所在地また

は転籍地

◎戸籍全部事項証明書（謄本） 

（他市町村に転籍の場合） 

◎届出人の印鑑

死亡などにより筆頭者または配偶

者が除籍されている時は、どちら

か一方からの届け出が出来ます

が、どちらも除籍されている時は他

の同籍者が届け出ることは出来ま

せん。


